
墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一

部を改正する条例（案）新旧対照表 

改 正 案 現   行 
  
 （介護補償） 

第１１条 〔略〕 

２ 介護補償は、月を単位として行うものと

し、その額は、１月につき、次の各号に掲

げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る額とする。 

 ⑴ 介護補償に係る障害（障害の程度に変

更があった場合は、その月における最初 

の変更の前の障害。第３号において同

じ。）が常時介護を要する程度の障害と

して教育委員会規則で定めるものに該当

する場合（次号において「常時介護を要

する場合」という。）において、その月

に介護に要する費用を支出して介護を受

けた日があるとき（次号に掲げるときを

除く。）。 その月における介護に要す

る費用として支出された額（その額が１

０万４，２９０円を超えるときは、１０

万４，２９０円） 

 ⑵ 常時介護を要する場合において、その

月（新たに介護補償を行うべき事由が生

じた月を除く。以下この号及び第４号に

おいて同じ。）に親族又はこれに準ずる

者による介護を受けた日があるとき（そ

の月に介護に要する費用を支出して介護

を受けた日がある場合にあっては、当該

介護に要する費用として支出された額が 

５万６，６００円以下であるときに限

る。）。 ５万６，６００円 

 ⑶ 介護補償に係る障害が随時介護を要す

る程度の障害として教育委員会規則で定

めるものに該当する場合（次号において

「随時介護を要する場合」という。）に

おいて、その月に介護に要する費用を支

出して介護を受けた日があるとき（次号

に掲げるときを除く。）。 その月にお

ける介護に要する費用として支出された

額（その額が５万２，１５０円を超える

 〔同左〕 

第１１条 〔略〕 

２ 〔同左〕 

 

 

 

⑴ 介護補償に係る障害（障害の程度に変

更があった場合は、その月における最初 

の変更の前の障害。第３号において同

じ。）が常時介護を要する程度の障害と

して教育委員会規則で定めるものに該当

する場合（次号において「常時介護を要

する場合」という。）において、その月

に介護に要する費用を支出して介護を受

けた日があるとき（次号に掲げるときを

除く。）。 その月における介護に要す

る費用として支出された額（その額が１

０万４，５３０円を超えるときは、１０

万４，５３０円） 

 ⑵ 常時介護を要する場合において、その

月（新たに介護補償を行うべき事由が生

じた月を除く。以下この号及び第４号に

おいて同じ。）に親族又はこれに準ずる

者による介護を受けた日があるとき（そ

の月に介護に要する費用を支出して介護

を受けた日がある場合にあっては、当該

介護に要する費用として支出された額が 

５万６，７２０円以下であるときに限

る。）。 ５万６，７２０円 

 ⑶ 介護補償に係る障害が随時介護を要す

る程度の障害として教育委員会規則で定

めるものに該当する場合（次号において

「随時介護を要する場合」という。）に

おいて、その月に介護に要する費用を支

出して介護を受けた日があるとき（次号

に掲げるときを除く。）。 その月にお

ける介護に要する費用として支出された

額（その額が５万２，２７０円を超える
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ときは、５万２，１５０円） 

 ⑷ 随時介護を要する場合において、その

月に親族又はこれに準ずる者による介護

を受けた日があるとき（その月に介護に

要する費用を支出して介護を受けた日が

ある場合にあっては、当該介護に要する

費用として支出された額が２万８，３０

０円以下であるときに限る。）。 ２万

８，３００円 

別表 

  補償基礎額表 
医師、
歯科医
師又は
薬剤師
として
の経験
年数 

５年未
満 

５年以
上 
１０年
未満 

１０年
以上 
１５年
未満 

１５年
以上 
２０年
未満 

２０年
以上 
２５年
未満 

２５年
以上 

学校医

及び学

校歯科

医の補

償基礎

額 

６，８

７７円 

８，６

２０円 

１１，

４４６

円 

１２，

９８６

円 

１５，

０８７

円 

１６，

０９０

円 

学校薬

剤師の

補償基

礎額 

５，６

７０円 

６，５

７３円 

８，０

１６円 

９，６

７１円 

１０，

８６８

円 

１２，

０４２

円 

 備考 

  １～３ 〔略〕 

  ４ ２及び３に該当しない者については、

公立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償の基準を定め

る政令（昭和３２年政令第２８３号。

以下「政令」という。）別表備考第４

号の規定に基づき文部科学大臣の定め

るところにより、２及び３に準じて医

師等としての経験年数を加減する。た

だし、旧大学令による大学を卒業した

後実地修練を経なかった者及び政令別

表備考第４号の規定に基づきこれと同

程度の者として文部科学大臣が指定す

る者については、この限りでない。 

ときは、５万２，２７０円） 

 ⑷ 随時介護を要する場合において、その

月に親族又はこれに準ずる者による介護

を受けた日があるとき（その月に介護に

要する費用を支出して介護を受けた日が

ある場合にあっては、当該介護に要する

費用として支出された額が２万８，３６

０円以下であるときに限る。）。 ２万

８，３６０円 

別表 

  補償基礎額表 
医師、
歯科医
師又は
薬剤師
として
の経験
年数 

５年未
満 

５年以
上 
１０年
未満 

１０年
以上 
１５年
未満 

１５年
以上 
２０年
未満 

２０年
以上 
２５年
未満 

２５年
以上 

学校医

及び学

校歯科

医の補

償基礎

額 

６，８

７７円 

８，５

５３円 

１１，

３４６

円 

１２，

８７４  

円 

１４，

９５７

円 

１５，

９５１

円 

学校薬

剤師の

補償基

礎額 

５，６

５３円 

６，５

３２円 

７，９

５７円 

９，５

８５円 

１０，

７７１

円 

１１，

９３６

円 

 備考 

  １～３ 〔略〕 

 ４ 前２号に該当しない者については、

公立学校の学校医、学校歯科医及び学

校薬剤師の公務災害補償の基準を定め

る政令（昭和３２年政令第２８３号。

以下「政令」という。）別表備考第４

号の規定に基づき文部科学大臣の定め

るところにより、前２号に準じて医師

等としての経験年数を加減する。ただ

し、旧大学令による大学を卒業した後

実地修練を経なかった者及び政令別表

備考第４号の規定に基づきこれと同程

度の者として文部科学大臣が指定する

者については、この限りでない。   

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この条例による改正後の墨田区立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の

公務災害補償に関する条例（以下「新条例」という。）第１１条第２項の規定は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に支給すべき事由が生じた

介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償について

は、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ 新条例別表（経験年数が５年未満である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に

係る部分を除く。以下この項において同じ。）の規定は、平成２４年１２月１日

（以下「適用日」という。）以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに

適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年

金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適

用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、

同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の別表（経

験年数が５年未満である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。

以下同じ。）の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金（適

用日から施行日の前日までの間に係る部分に限る。）並びに同表の規定に基づく

休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償（適用日から施行日の

前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。）として支払われた金額は、

これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。 

 


